
第４回諮問委 資料                      資料１  

修正合算番号単価及び修正番号単価の算定 

 

 修正合算番号単価及び修正番号単価については、関係規定に基づき算定の結 

果、下記のとおりの単価を決定のこととしたい。 

 

記 

１ 修正合算番号単価 

 

  ７.０７２７・・・総務省告示により整数未満の端数は、原則四捨五入 

         ＝  ７ 円  

     

 現在の合算番号単価 ７.１１５2・・・ ＝ ７ 円 

 

２ 修正番号単価 

 

  ●ＮＴＴ東日本分  ３.４９５５１３５９４・・・  

・・・小数点以下８位未満の端数は四捨五入 

                                ＝  ３.４９５５１３５９円  

         

現在のＮＴＴ東日本の番号単価  ３.４９５５１３６０円 

 

   

●ＮＴＴ西日本分  ３.５０４４８６４０５・・・ 

               ・・・小数点以下８位未満の端数は四捨五入 

                 ＝  ３.５０４４８６４１円  

      

     現在のＮＴＴ西日本の番号単価 ３.５０４４８６４０円 

 

３ 算定方法 

 

   別紙のとおり 
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４ 修正合算番号単価等算定後の対応 

 

（１）公表 

 

①報道発表  ４月２６日（木） １５時を予定 

 

  ②ホームページへ掲載、協会掲示板に掲示  同日中 

 

（２）算定結果の通知 

 

   総務大臣、適格電気通信事業者（ＮＴＴ東西） 

    

   負担対象電気通信事業者（５３社） 

以上 


